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玄—一ーー重·
ビエケス島（プエルトリコ）一米海軍射爆場をめぐって行われた7月29日の住民投票は、「基地即時撤去」が圧倒的
な勝利をおさめた。人々は基地ゲート前で「海軍は出て行け」と叫んだ。（関連記事4ページに）

ふたたび

日米靖位協定

r市民のJlill,案」を 1
95年の少女暴行事件の直後、沖縄県はすかさず

「地位協定の見直し要求Jを出した。刑事裁判権の問

題にかぎらず、この協定の不公平・不公正な諸条項

がいかに米軍に特権的な地位を与え、兵士たちに

特権意識を蔓延させているかを多くの人が知っ

た。「地位協定の見直し」は、平和運動の一つの合い

言葉になった。私たちも神奈川で「市民の見直し案」

を作り、沖縄の全国会議に持ち込んだ。

h地位協定見直し」は基地に向き合う自治体に

とっても共通の言葉になったcー渉外知事会」をはじ

めとする各団体のレベルでも、個々の自治体のレ

ベルでも、毎年の対政府要請の中でこの問題は必

ず掲げられている。周辺事態法の制定をはさんで

自治体の問題意識は着実に発展・深化している。

編集発行●脱軍備ネットワーク・キャッチピース

●維持会員（月額） 個人1口1000円 団体1口2000円

●通信会員（年額） 1ロ3000円

沖縄で再び痛ましい事件が起こった。そしてそ

の後の動きから私たちが知ったのぱ何も変わっ

ていない］という事実だ。

再び市民の側からの作業を開始しよう。周辺事

態法の制定、有事立法の動き、拡大強化される基地

…軍事が地域の中に入り込む時代の流れを巻き返

し、地域＝市民と自治体から、軍隊の手足をしばる

「力のありか］を探るために． 
地位協定の不公平・不公正な問題点は、刑事裁判

権(17条）以外にも沢山ある。思いつくままにあげ

ると…

1)全土基地方式：第2条1項

2)基地返還プロセスの不公正・不透明：第2条3項

＜事例＞上瀬谷・深谷通信基地（横浜市）は久しく

遊休化しているが、国と米軍はそれを認めないc

］打荻”荘＂証位協定「市民の見直し案Jを／ピエ；へ］
lス住民投票は海軍に「ノー」／呉から：多国間共同掃
海訓練に抗議，（沖縄から
ヽ、一—

●参加会員（月額） 個人l口500円 団体1口1000円

（会費には本紙購読料が含まれます）



米軍は上瀬谷の「部分返還0の見返りに家族向住

宅建設を要求している。

3))無制限の基地管理権：第3条

＜事例＞横須賀泊浦湾の埋め立て／廃棄物の放

置・環境汚染（横須賀、相模原など）、厚木岩国等の

航空機騒音など多数。

3)基地返還時の原状回復・補償義務の免除：第4条

＜事例＞米国内では、軍に環境汚染の浄化義務。

再利用可能が客観的に（自治体や住民の確認）承

認されるまで、返還返還することができない（基

地閉鎖再編法）。在日米軍での環境対策がおざな

りになる最大の原因である。

4)民間港・民間空港の軍事利用：第5条

＜事例＞「通告さえすれば、いつでも利用可能と

政府は言うが、貞実は自治体の「港湾（空港）管理

権］は、有効であることを周辺事態法成宣後のい

くつもの出来事はぷしている。今年 1~2月の北

繕協宣をめくる
主な動き

【国会・政府］
7月5日●田中真紀子外相：「（地位協定

の）改定を視野に考えなければならな

い」（外務省で民主党の菅直人幹事長、

社民党の上井たか子党首と個別会談

で）。（毎日）

7月6日●小泉首相、日米地位協定の改定

を求める声が上がっていることにつ

いて「遅用の改善で納得できるような

解決がいいと思う」。（毎日）

7月6H●日本婦人有権者同盟、参院選に

向けて実施した政党への公開質問の

結果を公表□日米地位協定の改廃は
必要か」との問いに対し、回答を寄せ

た全党が見直しに前向き。

7月6日●福田康夫官房長官：「基本的に

（米兵の身柄引き渡し問題が）円満解

決したので、今の運用でいいのではな

いか。運用改善の純度を高めるのが当

面、われわれのとるべき道だ（記者会

見で）。供同）

t 7月8日●小泉首相地位協定改訂は将来

！ の課題。供同）
! 7月10日●衆院外務委員会で日米地位協
i 定見直しを決議。「改訂」の文言は入ら

ず。
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海道四港への軍艦入港（拒否）は、自治体の管理権

と第5条の綱引きの向こうに見える「希望を

示した。小樽や函館の］非核市民条例」の運動はき

わめて重要，

5)「基地間移動」の拡大解釈：第5条

＜事例＞中国山地などで繰り返される危険きわ

まりない「低空飛行訓練」。北海道では小学校を

「標的」に。これも基地間の移動」cヨーロッパで

は事実上禁止されている。

6)基地労働者の労働基本権：第12条

＜事例＞米軍は、物品と同じように労働力を「調

道する基地労働者は、日本の法令や慣行を無視

した不当な労働条件や労務管理をしばしば強い

られる。

7)ノーチェックの「日本法令の尊重義務J：第16条

く事例＞環境基準の遵守状況も日本の当局が立

ち入りができないために、「遵守」されているかど

7月10日●福田康夫官房長官：「見直しを

直ちにするということではないと思

ぅ。その前に今の遼用の仕方を十分検

討し、さらに改善すろと考えてほし

し＼」，，

7月11日●稲嶺恵一知事と田中真紀子外

相が会談。知事は「運用改善では解決

しない。被疑者の身柄引き渡しだけで

なく、環境問題や騒音問題もある」と

述べ、日米地位協定の抜本的見直しを

強く求めた。これに対し、外相は筑衆院

外務委員会の決議、知事の申し入れの

趣旨を体し、内閣全体の問題と受け止

め事館改善に努力したい」と述べ、内

閣全体で取り組む考えを表明したた

だ地位協疋見直しには言及しなかっ

た。（琉球新報）

【自治体】

7月5日●米軍基地や陸海空自衛隊施設

を抱える百七十五市町村の議会議長

でつくる全国市議会議長会基地協議

会の中国・四国ブロック会議は、沖縄

県北谷町で起きた婦女暴行事件での

米兵身柄引き渡し問題に絡み、日米地

佗協定の見直しなど、国に求めること

を決めた。（中国）

7月6日●石原東京都知事：日米地位協定

について「見直しは当然j、「思いやり

予算なんて訳の分からない金を注ぎ

込んでいるんだ。ちっとも感謝されず

に。通弊を破るために、向こうも妥当

な分担を持つ。それには地位協定の改

定を含めて、日本に対する認識が出て

こなかったら、本当の日米関係なんて

ありませんよー。（朝日）

7月9日●北谷町の宇地原自治会、サン

セットビーチヘの米兵の立ち入り制

限要求。

7月10日●浦添宜野湾名護市議会嘉手

納町議会で抗議決議、意見書採択。

7月12日●米軍基地を抱える全国(/)14

都道県でつくる渉外関係主要都道県

知事連絡協議会（渉外知事会、会長・岡

崎洋神奈川県知事）は外務省や防衛庁

などの関係省庁と在日米大使館を訪

ね、日米地位協定の抜本的見直し要望

した。沖縄県の提起を受けた緊急要請

行動で、 19 9 5年の少女乱暴事件以

来二度目 C

7月13日●神奈川県基地関係市連絡協議

会は平成14年度「基地問題い関する要

望」を政府に提出6その中で、「4日米

地佐協定とその運用の改善として次

の事項を求めた。〇飛行時の安全確保

及び飛行禁止区域の設定。〇艦船の安

全航行の徹底及び艦船事故連絡体制

の確立。0環境問題発生時の回復義務

及び環境関連法令等の適用。〇災害時

の相互応援協定の締結に向けた政府

間の合意。〇合同委員会合意事項の原

則公表。

うかはチェックできない。

9)請求権・民事裁判権：第18条

＜事例＞沖縄で相次ぐ凶悪事件における容疑者

引き渡しを含む初動捜査・裁判権、被害者の民事

賠償の不公正。

10)思いやり予算：第24条

＜事例＞日本政府が行った唯一の「地位協定見直

し」がこれ。米軍駐留費用のすべては米国側負担

のはずが現在では70％以上が日本側負担。米国に

いるより安上がり•••世界で一番気前のいい費用

負担は、それだけで「日本への駐留」を「止められ

ない」理由になっている。

11)合同委員会議事録の非公開原則：第25条

＜事例＞協定運用上の重要事項はすべて合同委

員会で決められる。合意事項は「協定］の一部。に

も係わらず一切公開されていない。． 

19』伍下のコラムにまとめたように、現在の論議はほ

とんど刑事裁判権に集中している。それを「矮小化→

などと批判するつもりはない。しかし、神奈川県の

基地関係県市連絡協議会の要望書にみられるよう

に地位協定の問題点は、17条にだけあるわけでは

ない。

事例をあらためて丹念に掘り起こしながら作業

を進めたいと思う時には「大風呂敷」もいい。たと

えば、山内徳信さんたち沖縄の四人の元首長は地

他協定の「廃止」（！）を求めている。すごいではない

か。これぐらい「例外も聖域もない意気込みで、 r市

民の見直し案を作っていこう。 （田巻一彦）

7月18日●沖縄県内市町村の首長経験者

有志会の山内徳信氏（読谷村）、桃原正

賢氏（宜野湾市）、渡具知裕徳氏（名護

市）、島袋雅夫氏（北谷町）が米兵の暴

行事件に対する抗議声明を発表、日本

政府の対米姿勢「追従Jと米国側の「軍

優先」を批判、日米の対等関係構築の

必要性を訴えた。その上で、「日米地位

協定を廃止し、属地主義に基づき米兵

の事件・事故もすべて国内法で処理す

ることを求めた。（琉球新報）

7月21日●福島県郡山市で開かれた全国
知事会で、沖縄県が日米地位協定の見

直しを提言したのを受け、同知事会が

政府に提出する来年度の「国の施策予

算に関する提案・要望」の中に協定見

直しが初めて盛り込まれることに

なった（沖縄タイムズ）

【政党】
6月25日●民主党ネクストキャピネット

の伊藤外交安全保障大臣は談話を発

表：「民主党は、これまで被疑者の起訴

前の引渡しを、日米地位協定の改定に

よって、明文化しておくべきだと主張

してきたが、政府が｀運用改善に委ね

たことが、今回の被疑者の引渡しの遅

延につながっているのではないか速

やかな被疑者の引渡しを要求する」。

7月5日●民主党の鳩山由紀夫代表：「以

前から指摘してきたように、日米地位

協定をしつかりと見直さなければな

らない。」（民主党ニューストピック

ス）

7月6日●小沢自由党党首：「（日米は）対

等な同盟国であり、対等なパートナー

にならないといけない。米国もそうい

う認識をしてもらわないといけない」

「日米地位協定の改定が必要。(7.6毎

日）

7月8日●民主党の鳩山代表：E米地位

協定の運用改善では不十分だという

ことが明らかになった→自由党の藤

井幹事長、共産党の志位委員長、社民

党の土井党首も同番組で日米地佐協

定改定の必要性を強調した（テレピ0)

燈籠番組で）。（読売）

7月2I日●社民党の土井たか子党首：

「（少女暴行事件が起きた） 95年に日

米地位協定の運用改善をしたが、事件

が起こった場合、改善のみでは取り扱

いの用をなさないとの意見が強い」

環覇での記者会見）。（毎日）

7月21日●民主党の菅直人幹事長：「重大

な事件では（起訴前でも）犯人の逮捕

を認めることをきちんと入れ、あらゆ

る犯罪について日本の国内法をその

まま適用することも含め｀地位協定本

体の見直しの必要性が確認されたと

思うパ那覇での記者会見）（毎日）
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【米軍】 ロ
7月16日●デニス・ブレア米太平洋軍総 ！ 
司令官：「現在の地位協定の手続きは

適切と信じており、今後も協力してい

く。適切な手続きを取ることで現在の

枠組みを維持することができる」（稲

嶺知事を訪問して）

7月19日●プレア米太平洋軍司令官：犯

人の身柄引き渡しなどで日米両国は

3システムの違いを乗り越えられるこ

とを立証したよと述べ、日米地位協定

を改定しなくても米兵の犯罪問題に

十分対処できるとの考えを示した。さ

らに沖縄の駐留米軍は沖縄県の人口

の3％に当たるが、沖縄で発生した凶

悪事件のうち米兵が関与した事件は

1％にすぎないと強調。米軍は「事件

が発生しないよう懸命に努力してい

るjと語った（時事）
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ー桓”図I
住民投票で
「射爆場撤去」

が圧倒的勝利
7月29日、プエルトリコのビエケス島で行われ

た米海軍派習場の存続か撤去かを問う住民投票

は、：即時撤去｝派の圧倒的勝利に終わった。住民

投票には全島の有権者の80％が参加、有効投票の

68％が「演習の即時中止と海軍の即時退去iを選

択した60年に及ぶ海軍支配に対して、はっきり

と―ノー」と言ったのであるc

しかし、米国政府と海車はr連邦政府の政策を

住民投票で決める訳にはいかない］と、8月1日予

定されていた演習再開を強行した。2 隻の軍艦に

よる艦砲射撃と海兵隊による上陸敬習を中心に

10日まで続けられた演習に抗議して、多くの住民

や支援の活動家が立入禁止区域に進入して座り

込む「市民不服従行動］を展開、64 人が逮捕され

た。前号で報じたとおり、プッシュ大統領はすで

に2003年5月に演習場を放棄すると表明してい

る。それまでの間、模擬弾を使っfご限定的な演

習」を続けるというのが海軍の万針である。

住民の声を無視したこの演習再隅に、米本土各

地でも抗議行動が繰り広げられた：ニューヨーク

の国連本部前で行われた抗議行動では、2,000人

が逮捕された。 ． 
「2003年に閉鎖する」という大統領と海軍の方

針は、議会で共和党による激しい抵抗にあってい

る 8月1日の上院軍事委員会は、 Kく同等かよりす

ぐれた＞代替地が見つかるまで、ビエケス射爆場

の閉鎖を禁止する」と決議した。決議は同時に、今

年11月に行われる予定の大統領が承認した［住民

投巣」の中止も示唆している。大西洋の要衝・ビエ

ケスを失いたくない、海軍と共和党の猛烈な巻き

返しの中で、住民の意志が実現していくか否かは

予断を許さない。
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射爆場に座り込んだ住民(8月6日）

8月2日、米国防総省は、国内基地の閉鎖・再編に

関する新しい作業に着手することを決めた。これ

は、90年に制定されだ基地閉鎖再編法」(BRAC)

に基づく基地閉鎖プロセスが終了したことを受

けたものである。戦力構成と比較するとまだ25%

の余剰基地を抱えている、という認識のもとで、

基地閉鎖によって節減された費用を、兵器の近代

化（ミサイル防衛など！）に回そうというものだ。

国防長官は、議会の承認が得られ次第、閉鎖基地

を選定する委員会を指名、2003年までに候補基地

リストをまとめる。

ビエケス問題が、このプロセスにのるとすれ

ば、―2003年閉鎖の公約は反故にされたことにな

り、この枠外で行われるならば、公約の法的拘束

力はきわめて弱いものになる、海軍支援派の政治

家たちは、より「自由にぃ住民の意志の実現を妨

害できる。上院委員会決議が、11月の投栗中止を

ボ唆したことの狙いはここにあるのではないかc． 
住民投票をめぐる外電の二つの記事を紹介す

る。後の記事に語られたある家族の歴史は、ビエ

ケス住民の苦難を象徴するものであり、私たちは

それをすぐに沖縄の歴史と重ね合わすことがで

きる。沖縄でも「住民投栗」は「基地撤去」を求め

た。ピエケスでは、住民の声が、間違いなく国政を

動かそうとしている。沖縄の声をワシントンに届

けることを妨害している人々、それは誰なのだろ

うか。米国で始まる「基地閉鎖」プロセスには海外

基地は含まれていないが、国防長官はヨーロッパ

の基地に関する閉鎖の可能性検討を指示したと

も報道されている。

しかし、アジア＝日本と韓国の基地は除外され

ている。 （田巻一彦）
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［海軍は出て行け

住民の意志、投票で明らかに

Navy out now'rings through Vieques vote 
(7月30日OrlandSentinel紙サンファン支局）

、
|

プエルトリコ・ピエケス島の29 日の住民投票

は、海軍の爆撃演習の即時中止と第二次世界大戦

このかた海軍が支配していた土地の返還を圧倒

的多数で求める結果となった

軍を対象にするという前例のない住民投票の

投票率は819ふ投票結果は10人のうちほぼ7人が、

海軍に爆撃を中止し、海軍の責任で土地を浄化し

た上で住民が望む将来の経済発展に役立てるた

めに返還することを求めた。

この住民投票の法的あるいは政治的拘束力は

必ずしも明らかではない。しかし、住民はこの結

果を大西洋地域における海軍のもっとも重要な

演習場に対するごの2年間の撤去闘争の輝かしい

到達点であると受け止めている。ビエケス女性連

合のミリアン・ソバさんは、とても幸福な気持ち

です。このために私たちは闘ってきた。海軍支持

は恐怖をあおったけれどもそれは失敗でした」

と喜びに沸く事務所で語った。 l～盛大なパーティ

をやります。声を一つにしてビエケス＝イエス、

海軍＝ノーと叫びたい」。

住民投票は、この6 月に海軍が演習中止要請を

拒否したことに対抗して。プエルトリコ自治州の

シーラ・カルデロン知事が提案したもの。知事は

この投票結果を「明快かつ圧倒的Jと評価した。州

政府は30 日に、投栗結果をワシントンに送付す

る。知事は、本士の有カメディアに演習中止と演

習場返還を求める有料の意見広告を掲載するこ

とも計画している。

知事は、投票結果が公式発表されるとすぐに、

「今日の結果で住民の声が一つであることを誰も

が理解しました。ビエケス住民には平和に生きる

権利がある。考えを異にする人たちもこのことを

尊重して、力を合わせるべきです」と官邸から声

明を発した。 →次ページへ

ビエケス島住民投票結果 (7月29日実施）
（出所：プエルトリコ選挙管理委員会）

|【選択肢1】1.7% l 
l海軍の模擬弾による演習を、 l 
i遅くとも2003年5月1日まで！
継続。海軍のビエケス島にi ---] 

Iおける用地占有権を剥奪し、 1 
1合衆国内務省の管轄に移管l
二する。

口
|【選択肢3】29.9% I 
1実弾使用を含む演習及び爆撃

の継続。 —~J 

無効・白紙0.2%

［ 

有権者総数5,893人投票率80.9%

【選択肢2】68.2%
演習、爆撃及び駐留の即時・
永続的中止。海軍による用地
占有権の剥奪と土地の浄化、

住民への返還。

＜参考＞
11月に予定されている、
政府主導の住民投票の選
択肢は次の二つ：
①2003年までに荻習を
中止。射爆場を閉鎖（そ
れまでは模擬弾の演習を

認める） ②経済援助と引
き替えに実弾演習を認め
る。
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一部には「投票は無効」の声も

一方、海軍支持派はこれで決着がついたとは考

えていない。ピエケスの海軍支持派のリーダーで

あるルイス・サンチェス氏は、支持派の運動が始

まったのが数週間前であったにもかかわらず、30

％もの人々が―実弾使用も含む演習」に賛成して

いることに力を得ているサンチェス氏は今回の

投票結果は無効とした上で、連邦議会が承認した

11月6日の住民投票に期待を託しているこの住

民投票では、：海軍の2003年までの退去か―5,000

万ドルの経済閲発援助と引き替えに実弾演習の

再開継続か」が選択肢となる。

しかし、海軍とプッシュ大統領は、議会に対し

て11月の住民投票の中止を働きかけている。海軍

の敗北が確実であるからである。大統領はすでに

海軍は2003年5月にはビエケスを去る、と明言し

ている。

海軍は、2003年にビエケスから退去するまでの

間、模擬弾を使用した限定的な演習を継続すると

しており、これがビエケス住民、ワシントンの多

くの政治家およびプエルトリコ州政府の反発を

呼んでいるc

今回の住民投票には、反海軍派にとって有利な

選択肢が含まれていた。海軍支持派は反対派がこ

の結果をいかに利用するかについては楽観視し

ている。サンチェス氏は「我々は、反対派がピエケ

スで振りまいてきたウソの洪水に立ち向かう活

動を、さらに強化する。結果は11月6日に出る」と

話している。サンチェス氏らは、演習による環境

破壊、ガン等の疾病の発生、ビエケス島52平方マ

r「'三「一万
..-IX: 

ー．～・
・ー••----

6
 

イルの3/4を占拠した海軍による経済発展の阻害

など、反対派の論拠をことごとく否定している

海軍の退去を求める運動は、数十年間にわたっ

て根強く存在したが、1999年に民間警備員のデ

ビッド・セーン氏が誤爆で死亡ずるという事故を

きっかけに大きく盛り上がった。ビエケス問題は

プエルトリコの政治的地位や連邦政府との閾係

をめぐる論争の中心課題と見なされてきたcしか

し反海軍派はこのような論争を避け、人権問題一

本にしぼって運動を展開してきた。

「反米主義」ではない

海軍支持派は、今回の住民投粟を「反米主義」と

批判したが、多くの有権者はこれに組しなかっ

た。また海軍が退去したら、連邦政府から支給さ

れている140億円の予算を失うという警告も聞き

いれなかった。基地撤去運動はキューバのカスト

口首相に操られたものであり、海軍が出ていった

らピエケスは共産主義に乗っ取られる、という主

張も退けられた

「我々は、米国の文化にも軍隊そのものにも反

対しているわけではない。我々の裏庭で行われて

いることに反対しているだけだ」と、ジュリオ・ロ

ペス氏（35オ）は話す。彼は陸軍退役軍人のいわゆ

る第三世代」に属する。パナマ侵攻や湾岸戦争で

軍役に従事したこしかし、今回は罹演習中止へ」に投

票した。彼は今故郷に帰り、新しいリゾートホテ

ルの配管工事を行っていな「土地を返してもら

いたい。ビエケスの発展のためにi我々は自分の

ために何がよりよいのかを見つけださなければ

ならない。

住民投票は、プエルトリコ本島や米国本土から

多くの政治家を投入してのキャンペーンの締め

くくりでもあった。民主党全国委員会議長のテ

リー・マッコリフィー氏は、投票の前々日までビ

工ケスに滞在し、反海室キャンペーンに加わっ

た。彼は、投栗結果を民主党の全議員に配布し演

習中止の圧力を継続する。

有権者5,893人の投票率は80%。これは、昨年の

知事選挙よりも高い数字であるC

r2 o年前には想像もできなかった結果だ。かっ
ては運動にはすさまじい圧力がかけられ、ほとん
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ど孤立無援だった」、漁師であり旧くからの反海

軍運勘家であるカルロス・ゼノン氏は、1979年の

闘争を省みながらこう語った。

抗議行動は続く

ビエケス市のダマーソ・セラーノ市長は、住民

に対して、30日午後にキャンプ・ガルシアの正面

ゲートに集まり、投票結果を海軍に手渡して、住

民の意志を尊重するように求めようと呼びかけ

ている。海軍は、投票結果の如何にかかわらず、8

月1日から 10日間の演習を行うと発表している。

セラーノ市長は次のように語った。i海軍と大統

領が住民の意志を尊重しないなら、それは裏切り

であり、さらに激しい市民不服従の抗議行動が起

こるだろう。何が起こるかはわからない。戦術は

一切あかされないだろう」。市長自身、8月14日に

は基地への不法侵入による裁判を控えている。

ある家族の軌跡
Family Recalls U.S.Navy takeover of Vieques 

7月29Bプエルトリコ発AP

まず最初にやってきたのは通知文を持った男

だった。通知はセヴェリナ・ガダループさん(74オ）

の父親に 24時間後に家財道具をまとめて退去

することを求めていた。そして次にブルドーザ--

がやってきて、農家を取り壊した。

「大きな機械をポーチのところに持ち込んで、

何と言うごとでしょう！家を踏み俣していった

のです」とガタループさんは回想するcこの光景

を想い出しながら彼女は、60年近くも続いた軍事

演習を問う、日曜日の住民投票に望んだ。

1940年に海軍がやってくるまでの数十年間、ガ

タループ家は27エーカー(11ヘクタール）の畑

でサトウキピを作り、近くの精糖工場に納めてい

た。ユッカやプランテーンなども作っていたがそ

れはもっぱら一家の食用だった。

平和な、自足的な暮らしだった。． 
そこにやってきたのが冒頭の通知だった。

「やってきたのはアメリカ人とスペイン語を話

す男でした。24時間後に荷物をまとめて出て行け

といって。でも私たちはそれを拒みました。する

と大きな機械を持ち込んですべてを壊していっ

たのです。調理用の鍋も、衣類も、すべて」。彼女は

当時13オであった。海軍が父親と父親の兄に払っ

たのは1エーカーあたり70ドル。父親は350ドルを

受け取った。

一家はイサベル・セグンダ市内に移り、月3ドル

で小さな家を借りて住む。 2部屋に14人の兄弟が

ひしめき合って寝た。父親は生活ために何でも

やった、主な仕事は家の外装作業だった。母親は、

それまで家族の衣類をすべて手作りしていた経

験を生かして、裁縫の仕事で生活を支えた。

14人の兄弟は、島の西端の海軍弾薬庫の建設工

事に3年間たずさわった。そこにはガタループ家

の基礎がまだ残っていた。やがて仕事も無くなっ

て多くの人々がバージン諸島やアメリカ本上に

渡っていった。島の人口の3分の1以上が減った。

やがてガトループさんは、ガソリンスタンドを

2件経営している男性と結婚商売は上手くいっ

ていたが、ご主人は強盗に殺されてしまった． 
今では、ビエケスに住んでいる家族は彼女と一

人の兄だけになった。島に残っていた他の兄弟4

人はガンで亡くなった。ピエケスのガンの発生率

は他の地域にくらべて異常に高い。

ガタループさんに隠居す経済的余裕などない

ので、近所の人々を相手に雑貨屋を営んでいる。

自動車オイルや自転車用タイヤからツナ缶、トマ

トペーストまで売っている。

彼女は、もし海軍が来なかったらもっと良い人

生を送れたに違いないと思っている。「海軍にい

てほしいなどと一度も思ったことはない。追い出

すために闘いつづけて来ました。今海軍が出て

いったとしても、私にはもう遅すぎる。でも、子ど

もたちの将来はきっと良いものになるでしょう

（訳田巻一彦）
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6月11 日、ヒ゜し＾•スリンク平和船団は、 7 隻の

ゴムボートを呉港に浮かべ、停泊している自衛艦

に向けてアピールをくり返していた。その日から

2 2日にかけて、西太平洋のシンガポール周辺海

域で行われる初の多国間掃海訓練に、自衛隊の掃

海部隊が参加することに抗議し、演習の中止を求

めて、海上デモを行っていたのである。． 
部隊は呉を母港とする掃海母艦［ぶんご」と掃

海艇「とびしま」、横須賀が母港の掃海艦：ゃぇゃ

ま」の 3隻、約 23 0人の自衛隊員から構成され

ている。呉基地からは、ペルシャ湾派遣の経験者

を含む約160人が5月24日に呉を出発し、7月6日

に帰港した

掃海部隊の海外派遣は、1991年の湾岸戦争後の

＜ペルシャ湾派遣＞に次いで二度目だが、米国以

外の海軍と掃海訓練をするのは初めてである。自

衛隊が海外で作戦行動を行うということは、絶対

にあってはならない。自衛隊は、日本を守るとい

う名目で強引に作られた組織であり、海外で作戦

行動をするなどということは、そもそもの大義か

らまった＜逸脱した行為である。「掃海技術の向

上や参加国同士の理解を深める」のが目的で、ご

の演習はアメリカとの共同演習ですらなく、 18 

カ国もの国が参加して行われるもので、まさに集

団的自衛権行使への地ならしとしての多国間の

訓練であるe

米国、韓国のほか、中国、ロシア、フランスや東

南アジア諸国が参加し、日本を含めた6 カ国が艦

艇を派遣しとまた全く同じ日付で、グアムでは、

浜松基地のAWACSなどが参加した空の日米共同

訓練が行われた二つの訓練の連動も見過ごすわ

けにはいかない。 ． 
そもそも、このような演習に向衛隊が参加でき

る法律的根拠はない。ペルシャ湾派遣の時もそう

だったが、今回の掃海部隊の海外派遣について

は、法律上の位置づけが何もない。公的機関であ

る自衛隊が法律行為ですらない部隊派遣をして

いることは、憲法違反そのものである。このよう

なことが、ほとんど問題にならない日本の状況と

は何なのか。

またシンガホールはかつて日本軍が太平洋戦

争の初っぱなで攻略した場所であり、現地の人々

を殺し、多くの戦死者を出したところなのに、そ

こに自衛隊を派遣するという、感性を疑わざるを

得ない。

小泉政権は，「改革」などとうたって得意になっ

ているが、実際は、これまでの自民党政治を引き

継ぎ、冷戦終結後にも関わらず、「戦争ができる

国」こしようと必至である。一方で、集団的自衛権

の行使、国連平和維持軍PKFの凍結解除、そし

て有事立法をつくり、最後には、憲法九条を変え

てしまおうとしている。他方で靖国神社を公式参

拝するとか、戦前の歴史を美化する歴史教科書の

検定を強行し、―国のためなら命を捨ててもいい

という子どもを作ろうとしているc． 
6月11日、ハンドマイクを握った私は、「自衛隊

にはいるとき、皆さんは、海外での作戦行動を前

提として入っているのかC大学を出ても就職先が

なかなか見つからないという社会の情勢の中で、

自衛隊に入ることは、とりあえず生活の安定を確

保する上で大きな意味をもっている。そうした思

いで入隊した人は相当数に上るのではないか。私

たちは、それ自体を否定するものではない。むし

ろ、そうであれば皆さんは、自らの生活と生命の

尊重を国に対して求めるべきである。少なくとも

自衛隊を海外に出していける法律を整備する動
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きに反対すべきである自衛隊は、少なくとも海

外に出ていくことはできないし、すべきではな

い。本日からの合同掃海訓練や、リムパックヘの

参加は、皆さんにとって、決していいことは何も

もたらさない自衛隊を海外に出していける道を

つくらせないよう声を上げてください。＿と約1時

間以上に渡って声を張り上げ続けた。． 
これまで政府は、「集団的自衛権の行使は憲法

に抵触する」との立場をとっており、その立場か

らば訓練と言えども、海外での多国間の軍事行

動に参加することはできないはずである。リム

パックヘの派兵は20年前から既成事実化して

はいるが、だからといって、更に多様な形での海

外派兵をすすめていいはずはない。今回の掃海訓

練は、自衛隊の建て前からはるかに離れた領域に

踏み込んでいることは明らかである。

たとえ百歩ゆずったとしても、外国軍隊からの

侵略を水際で防備するというのが、自衛隊の建て

⇒16ページ下段へ
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：市民による平和宣言 りロニ：：；□□言；芦言“̀t::こ註
：ヒロジマから⑪垂帯、 21四8のピジョン めよう！●日本の担亥法の制定を進めよう！●韓国：

: 8 • 6ヒロシマ平和へのつどい20 0 1 をはじめとした在外被爆者への被爆者援護法の適用：

• （代表湯浅一郎） を！ • 
●璽

青き水の星・地球が、太陽の周りを回転すること56回 ●戦争ができる国への道を阻止しよう！

前の今日、原爆がヒロシマに落とされた,2 0数万人とも ◆凋辺事態法の発動を許さないために、自治体の平和

言われる市民が一瞬のうちに無差別に生命を奪い取られ、 力を活用しよう！ ♦集団的自衛権の行使への道をく
かつ放射能に犯され続け、核兵器廃絶への道筋が見えない

まま21世紀に入ってしまった。その後も地球は何もな

かったかのように規則的に時を刻んでいるが、人間の但界

では、競争が激化し、経済規模が拡大する一方で時間の概

念は早くなるばかりである。最初の核兵器使用国であるア

メリカは、ミサイル防衛や宇宙防衛という名での新たな核

軍拡を進め、CTBT包括的核実験禁止条約の批准を拒否

■し、ABM条約からの離脱を宣言した。また、自国経済を最

優先させる立場から地球温暖化防止に関わる二酸化炭素

の排出量の削減に関する京都議定書を破棄するとしてい

る。長い時間をかけて多国間の協調で作られた約束事を、

ことごとく壊しにかかっている。そのわがままなアメリカ

合衆国にべったりつき支持しているのは、日本の小泉政

権だけと言っても過言ではない。

他方で日本政府は、扶桑社の中学校歴史・公民教科書検

定を合格させ、 8月15日にむけては、小泉首相が靖国神

社への参拝を強硬に押し進めている。近現代の歴史認識を

ねじ曲げることで、今、日本の小泉政権は、国際的な孤立へ

の道を突き進んでいる。戦争・核・現代文明・・・に対する根

本的なアンチテーゼを示せる位置と可能性をもつヒロシ

．マからの連帯の道を改めて皆さんとともに探りたいc

●核兵器のない21世紀へ向けて、具体的なプログラム

を！

●NPT（核拡散防止条約）再検討会議最終文書 13 

項目の具体的な履行を、核保有国および日本について

チェックしよう！●CTBT包括的核実験禁止条約

の早期批准を！●アメリカのミサイル防衛システム

い止めよう！ ♦有事立法の制定を許さない！ ♦周辺

事態戦争を意識した軍事演習に反対しよう！ ♦日米

地位協定の全面的な改定を進めよう！●沖縄・名護へ

の海上軍事空港の建設を許さない！ジュゴンの海を

守ろう！ ♦米軍岩国基地の大幅拡張下事を凍結し

ろ！貴霊な藻場・干混を守れ！ ●米軍基地のない韓

国・沖縄・日本を！

●近現代史を直視し、改めて南北朝鮮の自主的な平和統一

を！

●小泉首相の靖国神社参拝を中止させよう！●扶桑

社の歴史・公民教科書の検定合格を撤回しろ！●日本

政府は、北朝鮮との国交正常化に向けて、植民地支配

を正式に謝罪し、全面的な戦後賠償を！●三菱広島・

元徴用エ被爆者裁判、中国人強制連行・西松建設裁判

に勝利しよう！

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
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● 

●核兵器の原料となるプルトニュウム利用計画をやめさ

せ、脱原子力の道を！

●全てのプルサーマル計画の中止を！●東海村臨界． 
事故をくり返させるな！●中国電力のJ:関原発計面

の即時中止を！スナメリクジラ、希少貝類のいる瀬戸

内海の原風景を守ろう！●地球環境は子孫からの預

かりもの。持続可能な生活を確立しよう。●地球環境

の悪化を阻止するために、京都議定書の早期批准をす

すめよう！●大量の資源を大量の廃棄物に変える 2

0世紀型の社会構造を変えよう！●平和憲法の改悪

を阻み、人権•主権の確立をすすめよう！

，
 



沖縄かしl沖縄がかわれば、アジア・太平洋がかわる

伊波洋一
「沖縄から」 「沖縄ボイス」編集委員
沖縄県議会議員・元沖縄中部地区労事務局長

〒901-2203

|:り：岱：湾市野嵩2-1-8-101伊波

#53 冗L＆孤 098-892-7734

6月29日に沖縄本島中部の北谷町のにある県内有数の若者の集まる繁華街「サソセット美浜」の公共駐車
場の一角で起こっだ米空軍兵員による20代の沖縄人女性への婦女襲行事件は、同北谷町で米軍人・畢属によ
る事件が今年相次いで発生していることと米軍が被疑者の引き渡しを拒否したことで日米地位協定の改定要

求を含む大きな問題になっだ。また、小泉首相の肪米期間と重なり、米国のマスコミも一斉に報道し日米地位協

定改訂問題が日米の懸案事項になってきている。辺野古沖への普天間基地代替施設の政府8案の発表により、
移設に賛成している辺野古区民の間にも目の前に拡がるリーフの埋め立ての賛否を巡って相反する動きが起

こっている。

一万、 7月29日に行なわれた参議院選挙では、全国的な小泉首相人気に後押しされた自民・公明・保守3党
が勝利したが、沖縄でもあありを受けて選挙区で県内移設反対を訴えた現職の照屋寛徳さんが落選した。一方、

比例区では前票知事の大田昌秀さんが当選しだ。国政に沖縄民衆の声を伝えてきだ照屋さんの落選は、自民党

陣営からも残念だとの声がある以上に、沖縄の反基地勢力にとって打撃だ。

その他にも多くの動きのあった7月を以下に報告する。

婦女暴行事件への抗議拡がる

当初、複数の米兵による犯行の可能性があった

北谷での婦女暴行事件は、沖縄県警や米軍による

事情聴取が進む中で米空軍嘉手納基地所属の空

曹による単独犯であることが判った。被害女性の

友人らや犯人と一緒にいた 3米兵らの事情聴取

から、被害を受けた女性は友人らと一緒に美浜地

区の飲食店で酒を飲んで気分が悪くなって一人

で外に出たところをいきなり襲われたことが

判った。犯行を目撃した女性の友人や米兵が止め

に入った模様だが、犯行に及んだ後だった。

米国防総省も事件を重視して、一早く「集団暴

行事件ではない」と火消しに躍起になった。同省

のある当局者は、 6月29日午後には事情聴取さ

れている容疑者が、第35 3空軍特殊部隊に所属

している軍曹であることと、現場から同軍曹と一

緒に逃走したのは空軍と海兵隊所属の 6人の兵

員であること明らかにした。

事件の発生した北谷町の辺土名朝一町長は、事

件を受けて6月30日の日程をすべてキャンセ

ルして町幹部と対応を協議した。そして同30日

から始まる嘉手納基地滑走路を一般開放して行

なわれる「アメリカンフェスト」の史跡ツアーへ

の参加中止を決定した。史跡ツアーは基地開放に

合わせて基地内の史跡巡りをするもので町民約

40名が招待されていた。参加予定者も町長の中

止決定を妥当な判断だと受け止めている。さら

に、北谷町では7月2日には緊急対策会議を開

き、米兵の夜間外出制限を米軍に求めることを決

めた。北谷町議会も 7月3日に臨時本会議を開催

して、米軍基地の集中配備の見直し、日米地位協

定の抜本的改定、米兵の夜間外出制限、被害者へ

の謝罪などを求める抗議決議を全会一致で可決

した。同町議会が米軍人関係の事件・事故で抗議

決議を行なうのは今年に入って 6度目という異

常な事館になっている。

事件の起こった美浜地区に近い北谷町宮城地

区では、護岸道路に米兵がたむろするのを防ぐた

めに以前から行なってきた週末パトロールを強

化することを決めた。北谷町婦人連合会では7月

7日に抗議集会するため呼びかけチラシ配布と

ポスター張りを行ない、 7日には同町中央公民館

で緊急総決起集会「立ち上がろう女性たち」を開

催した。辺土名町長やPTA代表、母親代表、女子

高校生代表などが次々に意見発表にたち、集会と

して抗議文を決議した。

1 1日には美浜地域のある宇地原地区自治会

が同地区ビーチヘの米兵の立ち入りを制限する
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よう北谷町に要請することを決めた。北谷町を含

む中部市町村会は7月4日、事件を「卑劣な凶悪

極まりないもの」としたドでビーチなどの公共

施設への米軍人の立ち入り制限を含めて検討す

る必要がある］との共同声明を発表した。 6月3

0日に開催された沖教組の第37回定期大会で

も北谷で起きた米兵による暴行事件に対する抗

議決議が採択され、週明けに抗議行軌を取り組ん

だ。 7月3日には沖縄平和運勤センターと中部地

区労が嘉手納基地第ーゲート前で「米兵による暴

行事件糾弾！事件の温床・米軍基地の撤去を求め

る抗議集会」を開催した

：基地・軍隊を許さない行動する女たちの会」と

強姦救援センター・沖縄(REIC 0)は、 6月3

0日に日米両政府と県知事宛の抗議声明を発表

した。声明ぱ日米安全保障の名のもとに、沖縄の

女性や子どもたちの人権がごれ以上犠牲になる

のはごめん」、「事件が起こるたびに綱紀潔正、良

き隣人政策を強調するが、完全に形骸化している

9 5年の事件以降、何も変わっていない。いつ誰

が被害にあってもおかしくない」と訴え、被害者

の心身の長期的ケアが必要であるごとも強調し

た。また、同団体は 7月4日に普天間基地の県内

移設に反対する「心に届け女たちのネットワー

ク」と共に県庁を訪ね、親川知事公室長に対して

安保を容認し基地の県内移設を認める県の姿勢

にも抗議したc

女性団体の抗議行動はさらに続き、 7月9日に

は県内約 15の女性団体、グループが県庁前広場

で［もう黙っていられない！米兵による女性暴行

事件に抗議する集会aを開催した。集会は「基地あ

るかぎり事件は起きる」として米軍基地の撤去を

強く求めた。

7月5日には沖縄県議会が「在沖米空軍隊員に

よる婦女暴行事件に関する抗議決議」と意見書を

全会一致で可決した。県議会決議は「日米地位協

定の抜本的改定」と 1月の決議と同様に「海兵隊

を含む兵力の削減」を求めている。各市町村議会

も抗議決議を可決している。 7月6日に沖縄市議

会が深夜の米兵の外出禁止を求める抗議決議、名

護市議会が日米地位協定の改定と在沖米軍基地

の県外への分散移転、県内に派遣される米兵の適

格審査などを求める抗議決議、 9日に嘉手納町議

会が在沖米軍基地の集中配備の見直しと兵力の

削減、日米地位協定の抜本的改定、米兵の夜間外

出の制限措置の徹底など含む抗議決議を可決し

た。 10日には宜野湾市議会と浦添市議会が日米

地位協定の抜本的見直しを含む抗議決議を可決。

その後も市町村の抗議決議は相次いでいる。

米側が容疑者引き渡しを拒む

今回の米兵による婦女暴行事件は小泉首相の

訪米と重なって、米側はワシントンの国防総省サ

イドでいち早く事件の概要を公表し、 6月30日

の日米首脳会談の席でプッシュ大統領は小泉首

相に「深い遺憾の意Jを表明し、同時に容疑者の身

柄を日本側に引き渡す考えを示した。沖縄県警は

7月2日夜に事件を嘉手納機知第35 3特殊作

戦群所属の 2 等軍曹ティモシー•B ・ウッドラン

ド容疑者の単独犯行と断定して逮捕状を取り、警

視庁を通して日米合同委員会の開催を要請した。

同容疑者の身柄引き渡しを受け逮捕すれば、 6年

前の米兵による暴行事件により日米が合意した

―殺人］と「婦女暴行」の凶悪事件についての運用

見直しによる県内初の「起訴前」身柄引き渡しに

なるはずであった。

ところが、日米合同委員会の引き渡し合意の段

階で容疑者が否認していることから米国防総省

が「兵士の人権｛を理由に引き渡しに難色を示し

て膠着状態に陥った。米政府内部の国務省と国

防総省の対立による容疑者引き渡しの遅れは、

「被害沖縄女性の人権や沖縄県民の人権は誰が

守ってくれるのかと米軍の立場を守る日米地位

協定への県民の不満を大きく増幅することに

なった。

3日にはアール・ヘイルストン在沖4軍調整官

が、容疑者米兵の所属する嘉手納基地の空軍トッ

プのゲーリー・ノース第 18航空団司令官やティ

モシー・ベッツ総領事とともに沖縄県庁に稲嶺県

知事を訪ねて謝罪し、大統領を含めたトップの謝

a 
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罪にもかかわらず容疑者の引き渡し拒否という

事態が続いた。 5日に可決された県議会の抗議決

議でも急道！、早急な身柄引き渡しと日米地位協定

の抜本的改定が追加された。衆議院の沖縄北方特

別委員会と外務委員会のメンバーも 5日に沖縄

入りして事件現場の調査を行ない［日米地位協定

の見直しは必要」との立場を示した。そして、 10 

日の衆院外務委員会で初めて日米地位協定の見

直しを求める決議が可決された。直前まではi抜

本的見直しをも検討」であったが自民党や官邸サ

イドの強い圧力によってりぇ本的見直し」も「改

定」も文言から消えた。

小泉首相、運用改善に固執

日米で合意済みのはずの、「婦女暴行容疑者の

逮捕請求後の身柄引き渡し」を米側が5日間も拒

み続けることにより、沖縄県内では稲嶺県知事を

含めて全県的な反発が拡がっていった。

日本政府内でも同様に不満がたまっていった。

6日午前の田中真紀子外相と中谷元・防衛庁長官

がそれぞれ記者会見で、ー地位協定問題は運用の

改善で十分でなければ改定も視野にいれざるを

得ない」（外相）、「国内での犯罪は、米国の民間人、

軍人にかかわらず日本の法律に従って裁かれる

べきだ米軍人であることの特権はないほうがよ

く、（地位協定は）何らかの改善をしなければいけ

ない」（防衛長官）と述べて、地位協定の改定を視

野に入れ始めた

しかし、小泉首相は「運用改善でやればいい」と

の立場を崩さず、米側の対応を求めた〗米側は 6

日午後になって着任早々のベーカー駐日米大使

が外務省に田中真紀子外相を訪ねてウッドラン

ド容疑者の起訴前引き渡しに合慈すると正式に

回答した。沖縄県警は逮捕状請求から 5日目の 6

日夜に同容疑者を逮捕し、身柄が日本側に移され

た。

福田康夫官房長官は6日夜の記者会見で「円満

解決」と評価、「今の運用でいいのではないか」と

小泉内閣スポークスマンとして表明した。小泉首

相も「運用の改善でうまく納得できるような解決

がなされればいい」と述べ、地位協定の見直しに

消極的な態度に終始した。日米地他協定が国内だ

けでなく日米間で大問題に発展していることを

無視して「円満解決」と評価したことは、小泉内閣

が本質的に対米追従内閣であることを示してい

る。米国からは最後まで「否認しているのに引き

渡すのは人権上問題だ」とする米国防総省の意向

が伝わってきた。

さらに、米側は日本の司法制度に問題があると

し主張し、米軍人被疑者を特別扱いするよう求め

てきたが、沖縄県警は「日本の法律に則して調べ

を進める。特別扱いはしない」と突っぱねた。 7月

20日から始まるジェノバ・サミット前に 18日

夜ローマで行なわれた日米外相会談でハウエル

米国務長官と田中外相は地位協定の運用改善を

進めることで合意した。その際、パウエル長官か

ら「米政府は引き渡される米兵の権利保護を重視

しているとの注文がついた。

半世紀以上、米軍駐留によって人権や財産権、

環境権を踏みにじられてきている沖縄県民につ

いては日米両政府とも見ないふりをして、犯罪を

犯した米兵の人権保護を日米で協議しようとい

うのだろうか。 19日に那覇地検は「証拠は十分」

として米軍曹を容疑否認のまま起訴した。同容疑

者は起訴後にキャンプ・ハンセン内の軍刑務所に

入る旨の書面を添えて保釈請求をしたが、：証拠

隠滅の恐れがあると那覇地裁は25日に請求を

却下した。

地位協定改定への理解進む

今回の事件は、全国的に報道されて大きな国内

問題、さらには日米間の国際問題になっfこ結未

も小泉首相の言う―円満解決」とは程遠いもので、

問題の火種を残すことになった。

そもそも、日米地位協定の第 17条5項Cで犯

罪を犯した米軍人・軍属について［その者の身柄

が合衆国の手中にあるときは、日本国により公訴

が提起されるまでの間、合衆国が行なうものとす

るとされている。そのために沖縄で起きた 95 

年の 3米兵による少女暴行事件でも米兵を逮捕

できない不平等性に沖縄県民の怒りが集中し、日

米政府は運用による改善として「殺人」と「婦女暴

行jの凶悪事件については、米側が起訴前に身柄

を引き渡す「好意的考慮」をはらうことで合意し
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た。

しかし、今回の事態は合意したことすら米国が

守らないということを明らかにした。多くの人々

に日米地位協定の不平等性と日本政府首脳の対

米従属の弱腰が明らかになった。沖縄県の自治体

で地位協定の抜本的改定が決議され、衆議院外務

委員会でも地位協定見直しの決議がなされたこ

とは、そのことを示している。日米地位協定の改

定を求める勤きは、さらに全国的に拡がっていく

だろう。

空軍兵が車両放火

6月末の米空軍兵による婦女暴行事件につい

て日米間で決培がついた直後の 7月21日未明

に、沖縄市内の駐車場に止めてあった乗用車に放

火したとして、米空軍嘉手納基地第 18輸送隊所

属の兵長フェルナンド・リベラ・プラネス容疑者

が現行犯逮捕された。現場は近くに学校もある住

宅地であり、相次ぐ米兵の事件に地域住民は不安

を募らせている。

嘉手納基地を行政区域に含む沖縄市、北谷町、

嘉手納町で構成する 3市町連絡協議会でも相次

ぐ空軍兵による事件に、各首長ともに絶対に許す

ことはできないと怒りを表明した。多くの沖縄県

民が米兵犯罪の多発に大きな怒りを感じている。

米軍人の夜間外出禁止を要求

相次ぐ米兵による深夜・未明の事件に対して、

米軍人の深夜外出禁止を求める動きが起きてい

る。

北谷町での婦女暴行事件への中部市町村議会

の抗議決議の多くが、米兵の夜間外出制限を求め

ている。さらに、中部市町村会の抗議声明や各市

町村長の抗議表明には、公営ビーチなど公共施設

への米兵の立ち入り制限などの措置も検討する

ことが入っている。このように米兵の夜間外出制

限措置を沖縄側から求めることはこれまでには

なかったことであり、新しい動きである。これま

では米軍が立人り制限（オフリミッツ）地域を設

定し、沖縄側から解除を要請するのが常だった。

7月23日には嘉手納飛行場に関する 3市町

連絡協議会（沖縄市長、北谷町長、嘉手納町長）が

嘉手納空軍基地の第 18航空団司令官に米兵の

夜間外出禁止などを申し入れた。同じく 23日に

開催された国、県、在沖米軍による三者連絡協議

会幹事会でも県が在沖米軍兵士の公務以外の夜

間外出禁止を米軍に申し人れた。米軍側は県の申

し入れを拒否した。

2 5日には沖縄市議会が空軍兵の車両放火・器

物損壊事件に関して米4軍兵士の午前零時以降

の外出禁止などを求める抗議決議を全会一致で

可決し、さらにその中で：米兵の午前零時以降の

市内立ち入り禁止条例などの制定を含む自衛策

を講じる必要がある」としている。 7月27日に

開催された県、日本政府、在沖米軍による第23 

回三者連絡協議会で、稲嶺知事は米兵の夜間外出

制限を求めたが、米軍は「一握りの兵士のために

全兵士の行動を制限することはできないと拒否

した

しかし、県はこ者協会合の文書に閲県は事件・

事故の防止が担保されるよう、深夜の外出制限も

含め、（中略）協議するよう強く申し入れた4との

文言を入れることを主張し譲らず、最終的にその

通りになった3 これまで米兵の事件の度に繰り返

されてきだ綱紀粛正と兵士の教育」が味を結ば

ない現状に「実効性ある対策～を県が強く求める

形になり、夜間外出制限の問題は先送りされワー

キングチームに委ねられることになったeこのよ

うな米兵犯罪に対する沖縄の強い怒りを受けて

小泉首相は7月24日に訪日したパウエル米国

務長官に対してr日米地位協定の運用改善が効果

的でない場合には、改定も視野に入れることにな

る」と改定にも言及した。

これに対してパウエル米国務長官は屈協定改定
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の時期ではない」と否定した。日米両政府ともに

沖縄から突きつけられた実効性ある米軍兵土に

よる犯罪防止策を迫られた形だ。沖縄では、米兵

の夜間外出制限と日米地位協定の改定、海兵隊を

含む兵力削減、が強く求められている。

普天間代替工法に揺れる辺野古区

6月8日の代替施設協議会で国が3工法8案

を示し、これまで辺野古区や東村などで説明会を

開いているが、 7月に入り工法を巡って、埋め立

て派、ポンツーンエ法派などの動きが活発化して

きている。リーフ内の埋め立ては、地域への騒音

や馴れ親しんだ海を失うことなどから、辺野古区

民の多くは否定的であるが、埋め立て工法を主張

している辺野古活性化促進協議会の島袋勝雄会

長らは、 7月18日に那覇防衛施設局と県に対し

て埋め立て工法の採用と辺野古区（約45 0世

帯）を滑走路から 3キロ以上離れたキャンプ・

シュワブ基地内に集団移転させて、集落跡地に臨

空産業を展開するよう要請した。

同協議会は約30人の辺野古区民と建設業界

人で構成されているまた、ポンツーンエ法によ

る3キロ沖への建設を求める久辺促進協議会（安

里治正会長）は、 17日に国際会議のために来沖

した米バンダービルト大学のジェームス・アワー

教授に3キロ沖建設への理解と協力を求める文

書を手渡した。このような特定のエ法推進を目的

とする団体の動きに対して、名護市辺野古、豊原、

久志で構成する三区合同委員会（宮城利正委員

長）は、 30日に辺野古コミュニティーセンター

で会合を開き、一部の団体が集落の移転を那覇防

衛施設局に要請したことを 3区の総意でないと

して、今後は同様な要請を受けないように求める

要請文を確認し、翌31日に3区合同委員会代表

1 4人が岸本名護市長、沖縄県知事、那覇防衛施

設局を訪ねて要請文を手渡した。

同委員会は辺野古の集団移転構想は「ごく一部

の少数慈見であり、暴走だ］と批判した。名護市長

や防衛施設局は、地元の3区合同委員会の意見を

尊重すると回答したすでに地元で相反する動き

が始まっている中で、果たして地元の3区合同委

員会で工法や代替施設の位置を決定できるだろ

うか。 8月に入り辺野古区の集団移転を求める辺

野古活性化協議会では、同区約4百世帯に集団移

転構想への理解を求める文書を送付することを

決めた。

米国でジュゴン訴訟

辺野古の海への普天間代替施設の建設に反対

する運動も着実に続けられている。

続発する米兵による事件は基地受け入れ派に

とって打撃であり、普天間基地の代替施設を受け

入れようとする名護市議会でも基地の県外分散

移転を求める抗議決議が全会一致で可決された。

本会議冒頭で野党議員が米兵による婦女暴行事

件について基地容認派の岸本名護市長がコメン

トを出さなかったことを批判した。代替施設建設

に反対する動きは、特にジュゴンの保護を通して

全国的に拡がろうとしている。

その一つが、名古屋市に事務所を置く「自然の

権利基金1が進めている、米国の「種の保存法」に

基づき、天然記念物ジュゴンとアオウミガメなど

の生物保護を求める米連邦地裁への提訴の運動

である。 7月7日に那覇市で自然保護基金シン

ポジウム20 0 I」(「自然の権利」基金、日本環境

法律家連盟、「自然の権利」基金沖縄チーム主催）

が開かれ、原告団を結成して来年2月をめどに米

連邦地裁に提訴することを明らかにした

原告団には、沖縄から宇井純沖縄大学教授（沖

縄環境ネットワーク代表）やジュゴン保護基金委

員会の東恩納琢磨事務局長等と共に、ジュゴン、

アカウミガメ、アオウミガメ、タイマイも参加し

ている。訴訟では米国の「種の保存法」を活用す

る。 19 7 3年に制定されたこの法律は、一定の

種の保存が人間活動より無条件に優先すること

14 1988年6月18日第三種郵便物認可（通巻170号） No.93 2001.7.20 月刊キャッチピーヌ

を承認した法律であり、種の保存に伴う経済的損

失などは一切考慮されないという。原告団のゾ＼

で日本環境法律家連盟の篭橋隆明弁護士が 7月

中に訪米し国防総省やNGOにジュゴンやアオ

ウミガメなどの保護への協力を求める。篭橋弁護

士は国防総省がESAにも配慮していないとな

れば来年2月をめどに提訴する］とした。

反基地派が参議院 1議席を失う

7月29日行なわれた参議院選挙で、 1期6年

間参議院で沖縄問題を訴え続けた照屋寛徳さん

が惜しくも敗れ、自民党候補に議席を奪われた。

沖縄県の参議院選挙区(1人区）は、これまで照

屋さんと島袋宗康参議院議員（沖縄社会大衆党委

員長）の反基地派二人で占めてきたこ今回は保守

側は自民党と公明党が選挙協力する自公候補に

対して、革新側は無所属の照屋さん以外に共産党

も独自に候補を立てるという分裂選挙であった

6年前にも同じように3名が立候補したが、公

明党は照歴さんを推していた支持基盤では保守

候補が圧倒的に有利であったが、 6年間の照屋さ

んの活動は県民から高く評価されており、照吊さ

んは普天間基地の県内移設に反対することを公

約にして選挙に臨んだ今年前半から選挙直前ま

での米軍人による事件の続発も照屋さんに有利

に展開しているように見えた。しかし、結果は2

万栗差で保守候補の当選だった。

沖縄では前回知事選挙から自民党と公明党の

協力体制がしっかりとできており、自民党が各種

業界と企業を束ねた組織選挙を行ない、やりやす

くなった不在者投栗制度を活用して従来投票に

行かなかった企業関係者を家族まで含めて投栗

せる仕組みができ上がっている。不在者投粟後に

誰に投栗したかチェックまで行なっているとの

情報も寄せられている。また、公明党は母体の宗

教組織の関係者がフル稼働して集票してくれる

ようだ。今回もその力を発揮し、また小泉首相の

人気も影響して保守候補の当選に結び付いたの

だろうが、選挙後には自民党陣営にも照屋寛徳さ

んを失って惜しいとの声があることがマスコミ

で報道された。

照屋さんと共産党候補の栗を合わせると、約 2
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犀旱力賃
入翠詈濯

(125) 
2000.6.30~8.10 : 

s＝原子力潜水艦（原潜）スタージョン級
L＝原子力潜水艦（原潜）ロサンゼルス級

BF=原子力潜水艦（原潜）ベンジャミン・フランクリン級

績須賣

♦ 7/20 

、、)7/24

♦ 8/4 

佐世保

♦ 7/20 

◇~同日

♦ 7/23 

'◇同日

10:20 

09:56 

14:0!J 

14:00 

14:20 

09:55 
10:12 

原潜ロサンゼルス（L)入港

原讚ロサンゼルス (L)出港

原柑バッファロ（L)入港

横須賀当期計（うち原薔） ： 

原薔コロンピア（L)入港

原潜コロンピア（L)出港

原潜コロンビア (L)入港

原滸コロンピア（L)出港

佐世保当期計（うち原潜） ： 

l
 

l
 

2(2) 

！本りイ庄ーチ（沖縄・欝連町） なし

i ● 7 /16 10:21 原潜シカゴ（L)人港

i ◇ 7 i17 15:56 原潜シカゴ（L)出港

！ ● 7/23 08:50 原摺パッファロ（L)入祖
I ◇ 7 /24 10:01 原榊バッファロ（L)出港

I ● 8/1 17:10 原薔パッファロ（L)入港
： ◇同日 17:26 原営バッファロ（L)出港

籾札ピ→当期計（うち原潜） ：3(3) 

●2001.1.1から8.10までの各地の原子力艦入
港数（ ）内は原潜

横須賀 8 (8) 

佐世保 12 (12) 

京りイトt令ーチ 10 (10) 

合計 30(30)」
一、

万6千票も反基地派が多いことを思うと、革新側

で一本化できなかったことが悔やまれる。選挙結

果は、当選・西銘順志郎（自民公認） 265,821

栗、照屋寛徳（無所属） 245,375票、嘉陽宗儀

（共産公認） 46,401票。私も地元の宜野湾市

で参議院選挙の取り組みをした。宜野湾市では照

屋さんが保守候補を約2千票上回った。

今回の参議院選挙比例区に前沖縄県知事の大

田昌秀さんが社民党から立候補し、全国から 40

万50 7票を得票して当選した沖縄県内からは

断然トップの 15万88 8 8票を得票した。米国

通の大田前知事が、参議院で小泉首相や各大臣を

相手に沖縄の基地問題で厳しく追及していくこ

とが今後の楽しみだ。 ◆8月8日記
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:'  

会計報告
(01.G.30~7.30) 財政建て直しへの

「収入l ]再度の
g:::‘塁繰越し 22~:~悶！ Iご協力のお願い
会費収入 178,000 

（内訳）維持団体 12,000 i ●何度も泣き言でもうしわけありません。前回の

維持個人 13,000 i 「会費納入状況のお知らせjに答えて、多くの方から

参加団体 。 i 会費やカンパをいただきました。ありがとうござ

参加個人 18,000 i, いました。それでも財政危機はまったく解消され

通侶会員 135,000 I ていないことをお知らせしなければなりません。
カンパ収入 44,000 
預金利子 。 ｛ 今、手元にはほとんど一月分のお金しか残ってい

資料収入 。 ！ ない、という惨状です。

運動収入 o I ●もはやこれまで、という思いで、横浜の事務所を

［支出］ ＇ 手放すことを計画しています。おそらく9月一杯で

●当期の支出 ］30,852, 事務所は閉鎖することになるでしょう。それでも、

事務所代 (8月分） 40,000 j 一月 7 万円弱のお金はニュースの発送だけでもか
水道光熱費 1,717 

］ かります。現在の手持ちのお金では、せいぜい一月
電話FAX費 2,310 
郵送費 36,930 i か二月「破産」を先延ばしするだけでしょう。

文具・備品 42ふゎ ●地位協定の見直しなど、キャッチピースが平和

印刷・コピー代 2,920 運動に貢献できる領域は決して少なくないと確信

i 振り込み等手数料 3,380 i しています。会員拡大や経費節減の努力はいっそ

1 分担金 。 ［ う進めていく覚悟ですが、なにとぞ皆様のご協力
雑費 1,250 l を、あらためてお願いする次第です。 （た）

i ●次月への繰越し 100,027 !...................... 
'---

..9ページから 少なくとも自衛隊は、海外での作戦行動をとっ

前であなしかし、湾岸戦争を前後して、自衛隊 てはならない。実体としての軍隊が、自らを軍隊

は、自衛の部隊から、海外に出ていける軍隊へと と呼べないことは、自衛隊員にとって好ましいこ

大きく踏み出してきている。いまや、日本は、「集 とである。なぜならば軍隊とみなすようになれ

団的自衛権」行使のための既成事実づくりに、一 ば、まず隊員の生命が「国益」という一面的な価値

層拍車をかけており、今回の多国間軍事訓練への によってないがしろにされていく時代が始まっ

掃海部隊の派兵はその重要な一環である。 てしまうからである。

生き残りをかけた米軍需産業界の強い後押し ● 

を受けて登場した米ブッシュ政権は、露骨な軍事 2 1世紀が始まった今、私たちに必要なこと

主義に奔走している。そのようなプッシュ政権の は、軍事力によって安定と平和を維持するという

要請に応える形で、小泉政権は集団的自衛権への 旧来の発想ではないcむしろ、それは真の平和に

踏み込みと有事法制の具体化を推進しようとし とって大きなマイナス要因でしかない。ガイドラ

ている。小泉政権は、新ガイドライン体制の定着 イン見直しとその延長上の有事法制化は、日本社

をめざすこれまでの自民党政治をそのまま受け 会の軍事化をもたらす危険な道である。地球上に

継ぎ「改革］の名のもとに有事法制化、集団的自 暮らす人々が相互のあり方を尊重しあい、相互に

衛権の行使の正当化、そして憲法九条の改悪をも 信頼することこそ、私たちに求められている姿勢

くろんでいる。このような政権に身をゆだねてし であることを基底にすえて、「安全保障」のあり方

まうことは極めて危険である。 をつくりなおすべきである。●●

i月刊「キャッチピース」 発行●脱軍備ネットワーク・キャッチピース 編集●月刊キャッチピース編集委員会
I連絡事務所●〒222-0013 横浜市港北区錦ヶ丘 10-4ハイツ幸1-B ℃ •FAX 045(433)3483 E-MAIL」
I tamaki@ab.mbn.orjp郵便振替●00160-7-136148キャッチピース 定価●10 0円⑲i信会員年間3000円） l 
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ジュゴン保護支援基金神奈川・特別企画

かつて『鳥たちが村を救った』、
そして今、ジュゴンを守るために
現在、沖縄本島東海岸における米
軍基地普天問飛行場移設問題は、国
際世論を無視し政治的なスケジュー
ルでどんどんすすめられようとして
います。また、泡瀬干潟の埋め立て
問題も無駄な公共事業はいらないと
いう民意を無視して強引にすすめら
れようとしています。
人間の権力と欲望の前に、今や沖
縄の自然生態系は風前の灯のように
見えます。しかし、かつて沖縄には
ノグチゲラの棲む生態系を守ること
により、人々の暮らしを守ったとい
う輝かしい事実がありました。講師
の比嘉さんは、今年4月に各種資料
と証言によって発掘したこの歴史を
つづった「鳥たちが村を救った」を
刊行しています。その歴史に光を与
えることによって、将来への展望を
見いだしたいと考え、今集会を企画
しました。
昨年5月に始まった、私たちジュ
ゴン保護支援基金の活動は当初の目
標である 10 0万円の基金獲得をほ
ぼ達成しようとしています。基金は
昨年の沖縄サミットでのアピール用
ポスターの作成や IUCNアンマン
大会への現地代表派遣経費支援など
に有用に活用されてきました。今回
の集会から今後の活動の展望を見い
だすためにも多くの方の参加を期待
しています。

日時： 8月25日（土）

1 8 : 3 0~ 
場所：かながわ県民センター

3 0 1号室（横浜西口徒歩3分）

講演：比嘉康文さん

（元沖縄タイムス記者）

浦島悦子さん

（ジュゴン保護基金委員会）

資料代： 800円

r 

"'--

協力企画
講演と鼎談／

かつて「鳥たちが村を救った」いま、沖縄の自然と人々の暮らしを守るためには…••
講師：元沖縄タイムス記者 比嘉康文
ジュゴン保護基金委員会事務局次長浦島悦子
北限のジュゴンを見守る会運営委員竹下信雄

日時： 20 0 1年8月24日（金） 1 8時半～21時
場所：環境パートナーシップオフィス エポ会議室 コスモス青山ガーデンフロアB2
主催： 北限のジュゴンを見守る会（問い合わせ先TEL045-771-3658• 鈴木）

r
 

、
主催 ジュゴン保護支援基金・神奈川

（代表・佐藤治 T且0468-53-7081)
月刊キャッチピース No.93 2001.7.20 1988年6月18日第三種郵便物認可（通巻170号） Yl 



軍事暴力に国境はないー梅香里・沖縄・湯布院の人々による地域合作ドキュメンタリー里I-----~;7:~~~~-] i—-—-----~;·—----•一•—←---
メヒャレニ http:l lwww 14.big.or.jpばdixlmehyang/top.h吋

韓国の西海岸に位置する米空軍の射爆場がある村

かつてここには梅の花が香り、

干潟と共生するおだやかな暮らしがあった

梅香里の涙が、軍事基地を背負う人々の

悲しみの涙に終わらないように一一—

～ ｀贔』』」，

く 解説＞

朝鮮半島の中央部、ソウルから南西にOOキロ。Jぶ大なヤ潟と豊かな海の幸に恵まれ、人々がおだやか

に暮らす漁村があったu 在になると海岸線に群生する梅の香りが村中に満ち、 l梅香里（メヒャンニ）Iと呼

ばれた。

1951年、この村は米軍によって戦閾機瀑撃演習場とされた。
村の人々は農業や漁業などの生活手段を奪われ、加えて度虞なる米軍機による誤射、 誤爆、不発弾の

瀑発による死亡事故、爆音被害に苦しめられ、現在もなお爆撃訓綽が続いている。
2001.5.25 大分食胃輌鵬

ーし`
このドキュメンタリ・ーは、朝鮮戦争以釆駐韓米軍の空軍射爆場として強制使用され続けてきた梅香里

住民の生活権、生存権をかけた闘いと、米軍犯罪による被害者の支援活動に立ち上がった米軍犯罪根絶運

動本部の女性たちの“暴力の根源”を問う魂のメッセージを記録している。

，，ゆんたんざ沖縄JIしがらきから吹いてくる）武などで知られる西山正啓監督が［水からの速達J

以来8年ぶりに放つ最新作u
海香里、沖縄湯布院、 H出生台の人々の交流と信頼関係から生まれた日本と韓国の・'地域合作映画＂
である、9

ぶ”ー遭一

l ] :Il!i!llI!i賢i!!!!I 
：沿 騨暉躙疇扉靡紙
11Jヒ回 ゅふいん文化・記縁峡繭祭

且：l｝ilii袖！叫叫；
竺¢ | iふん；l !‘尉lnl、!

•一—

映画「梅香里」上映用ピデオ・お貸し出しのご案内 ―――̀‘ 

＜貸出基本料金＞代手印大未満の上映会 40000円 んで

“-t>.曲人以上の上映会 40000円＋（臼叫5を越えた人数X300円）

■上映が決まりましたら、「梅香里」上映東京事務局までご連絡ください。 TEL03-3394-3734 
別紙申込書にご記入の上FAXにて申込をしていただきます。

■上映会の呼びかけには、ぜひ「梅香里」のカラーチラシ (1枚10円）をご活用ください。
■西山監督の講演・その他イペントと併催することをご希望の場合なども事務局までご相談ください。
■作品の上映にあたっては、ピデオプロジェクター・スクリーン・音響設備などの準備が必擾です。
■上映会場ではぜひ映画に登場する'‘基地村＂の女性たちの自立支援センター「トゥレパン」のグッズを販売してください。

Y2 

アートマグネット 300円 ／ 梅香里の絵はがき 300円 （韓国の現地での運動の資金カンバになります）

諏 STEREO帽哨 78分・カラー／c2001「梅香里」製作上映委員会作品

<srAJ-v>監督：西山正啓 音楽：ウォン・ウィンツァン語り：本多和子録音：朴賢雄 音響効果：細見浩三 制作進行：姜輩瑛
通訳・コー・ディネー・ター：桑江博幸 ヒ映ブロデューガサ---:貞未麻哉子
｀特別協力＞ 梅香里の住民のみなさん 高安元錫 趙知恵 具在模議政府市トゥレバン(MySister·• Place) 駐韓米軍犯罪根絶運動本部
HUMAN Commun!凶tlons SA'rowAミュージック ゆふいん又化記録映画祭実行委員会 ローカルNET大分・日出生台

作品に鵬するお問い合せは「樺薔里」上峡東京事務局 TEL&FAX 03-3394-3734 <htt:~~~!,•も翌孟；d[ク閲；る：；孟．~tml>
「襴書量」製作上験饗員会本畢のホームページは

r檎書量J製作上験委員会本郎（漏布院） TEL&FAX 0977-85-5003 < http:i/www.coara.or.jpl-yufukirumehyannilyobikako.html > 
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